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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚さ（Ｔ）を有するセルロース繊維系薄層状ブランクから少なくとも部分的に形成され
る消費者物品用容器であって、前記薄層状ブランクは、湾曲した端部によって互いに結合
される少なくとも第一の平坦な壁および第二の平坦な壁を備える容器の一部を規定してお
り、
　前記湾曲した端部は、内部表面および外部表面を有し、前記湾曲した端部の前記内部表
面は、前記湾曲した端部の長手方向の長さ（Ｌ）および前記湾曲した端部を横切って延伸
する幅（Ｗ）を有する切除領域（Ａ）を規定し、
前記切除領域が、前記湾曲した端部の実質的に前記長手方向に延びる２つ以上の切除され
た線を含み、切除された線それぞれは、前記薄層状ブランクの前記厚さ（Ｔ）より薄い最
小残厚（ＲＴ）を有し、
前記２つ以上の切除された線それぞれの前記最小残厚（ＲＴ）は、前記ブランク前記厚さ
（Ｔ）の少なくとも約３０％であって、約６０％未満であり、
２つの隣接する切除された線の低点間の間隔が、０．２ミリメートルよりも大きく、１．
６ミリメートル未満であり、前記薄層状ブランクの前記厚さ（Ｔ）は、約３２０マイクロ
メートル～約３６０マイクロメートルである、容器。
【請求項２】
　前記切除領域は、前記湾曲した端部の任意の長手方向の位置において実質的な長さにわ
たる５つ以上の前記切除された線を含む、請求項１に記載の容器。
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【請求項３】
　前記薄層状ブランクは、１平方メートルあたり約１６０グラム～１平方メートルあたり
約３００グラムの坪量を有する、請求項１または２に記載の容器。
【請求項４】
　前記２つ以上の切除された線それぞれは、前記湾曲した端部の前記長手方向に対して横
方向に測定して、約０．５ミリメートル未満の切除された幅（Ｘ）を有する、請求項１～
３のいずれか１項に記載の容器。
【請求項５】
　前記２つ以上の切除された線それぞれは、前記湾曲した端部の前記長手方向に対して横
方向に測定して、約０．１ミリメートル～約０．５ミリメートルの切除された幅（Ｘ）を
有する、請求項４に記載の容器。
【請求項６】
　前記切除領域の前記幅（Ｗ）は、約２ミリメートル～約８ミリメートルである、請求項
１～５のいずれか１項に記載の容器。
【請求項７】
　前記切除領域における隣接する切除された線の間の距離は、約１．２ミリメートル未満
である、請求項１～６のいずれか１項に記載の容器。
【請求項８】
　前記薄層状ブランクは、約５０ミリニュートン～約５００ミリニュートンの曲げ方向の
剛性を有する、請求項１～７のいずれか１項に記載の容器。
【請求項９】
　前記薄層状ブランクは、約２５ミリニュートン～約１００ミリニュートンの曲げ方向の
残留剛性を有する、請求項１～８のいずれか１項に記載の容器。
【請求項１０】
　前記薄層状ブランクは、約０．５マイクロメートル～約１．５マイクロメートの表面粗
さを有する、請求項１～９のいずれか１項に記載の容器。
【請求項１１】
　前記薄層状ブランクは、１秒あたり約１メートル～１秒あたり約２メートルの表面強度
を有する、請求項１～１０のいずれか１項に記載の容器。
【請求項１２】
　前記切除領域は、前記湾曲した端部の少なくとも一部にわたってその長手方向に平行に
延びる少なくとも２つの切除された線を含む、請求項１～１１のいずれか１項に記載の容
器。
【請求項１３】
　前記第一の平坦な壁は、前記第二の平坦な壁と直交する、請求項１～１２のいずれか１
項に記載の容器。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の容器であって、
ボックス部前部壁、ボックス部後部壁、第一および第二のボックス部側壁、およびボック
ス部底部壁を備えるボックス部と、
前記ボックス部の上端からのヒンジ線に従属するリッド部と、を備え、前記リッド部は前
記ヒンジ線を中心として開位置と閉位置との間で移動可能である、容器。
【請求項１５】
　消費者物品用の容器を形成するためのセルロース繊維系薄層状ブランクであって、該ブ
ランクは厚さ（Ｔ）を有し、湾曲した端部によって互いに結合される少なくとも第一の平
坦な壁および第二の平坦な壁を備える容器の一部を規定しており、
　前記湾曲した端部は、内部表面および外部表面を有し、前記湾曲した端部の前記内部表
面は、前記湾曲した端部の長手方向の長さ（Ｌ）および前記湾曲した端部を横切って延伸
する幅（Ｗ）を有する切除領域（Ａ）を規定し、
前記切除領域は、前記湾曲した端部の実質的に前記長手方向に延びる２つ以上の切除され
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た線を含み、切除された線それぞれが、前記薄層状ブランクの前記厚さ（Ｔ）より薄い最
小残厚（ＲＴ）を有し、
前記２つ以上の切除された線それぞれの前記最小残厚（ＲＴ）は、前記ブランクの少なく
とも約３０％であって約６０％未満であり、
２つの隣接する切除された線の低点間の間隔は、０．２ミリメートルよりも大きく、１．
６ミリメートル未満であり、
前記薄層状ブランクの前記厚さ（Ｔ）は、約３２０マイクロメートル～約３６０マイクロ
メートルである、セルロース繊維系薄層状ブランク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、喫煙物品（例えば、紙巻たばこ）などの細長い消費財を保持するための特定
の用途がある、消費財用容器およびこうした容器を形成するためのセルロース繊維系薄層
状ブランクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙巻たばこおよび葉巻たばこなどの喫煙物品は、通常フリップトップボックスまたはヒ
ンジ式リッド付きボックスなどの軟質包装箱または硬質包装箱で提供される。これらは、
典型的には、ボックス前部壁、ボックス後部壁、ボックス側壁およびボックス底部を有す
るボックス部を有する。それらはまた、通常、リッド前部壁、リッド後部壁、リッド側壁
およびリッド上部を有するリッド部を有する。リッド部は、典型的には、容器の後部壁を
横切って延びるヒンジ線に沿って前記ボックス部にヒンジ留めされる。ヒンジ線は、通常
、予め折られた線、縦罫線、または横罫線として提供される。
【０００３】
　硬質包装容器、またはその少なくとも一部は、通常、複数のパネルを含む薄層状ブラン
クから得られる。容器を組み立てるには、こうしたブランクの１つを、ブランクのパネル
が容器の壁を形成できるよう折り畳む。
【０００４】
　硬質包装箱では、ボックスおよびリッドのいくつかの隅角部（エッジ）に丸みをつける
または面取りして容器に特徴ある外観を与えることが知られている。容器の隅角部を形成
する領域でブランクに筋付け線または筋押し線を与えることにより、これを実現すること
が以前は典型的であった。これらの線は、隅角部が単一の線に沿って曲がるのではなく、
代わりに、２つの隣接する壁の間で漸次的に曲がる（丸い隅角部の場合）か、隣接する壁
の間の２つ以上の別個の位置において曲がる（傾斜した隅角部の場合）ようにブランクを
折り畳むことを可能にする。
【０００５】
　ところが、こうした筋押し線または筋付け線は、製造工程プロセスに複雑さを加えかね
ない。さらに、場合によっては、外部表面が完全に滑らかでなく、折り目が発生している
場所から隆起または波形を含む場合があるので、容器の視覚的、触覚的認知に影響を与え
る可能性がある。
【０００６】
　したがって、改良された外観を有する１つ以上の湾曲した隅角部を有する消費財用容器
を提供することが望ましい。また、改良された強度を有する、製造することがより容易で
ある湾曲した端部を有する消費財用容器を提供することが望ましい。さらに、生産および
組立プロセスをより簡単により柔軟にする消費財用容器を製造するためのブランクを提供
することが望ましい。
【発明の概要】
【０００７】
　発明の第一の態様によると、消費者物品用容器であって、厚さ（Ｔ）を有するセルロー
ス繊維系薄層状ブランクから少なくとも部分的に形成され、薄層状ブランクが湾曲した端
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部によって互いに結合される少なくとも第一の平坦な壁と第二の平坦な壁を備える容器の
一部を規定し、湾曲した端部が内部表面と外部表面を有し、湾曲した端部の内部表面が切
除領域（Ａ）を規定し、切除領域が湾曲した端部の長手方向の長さ（Ｌ）、および湾曲し
た端部を横切って延伸する幅（Ｗ）を有し、切除領域が湾曲した端部の実質的に長手方向
に延びる２つ以上の切除された線を含み、切除された線それぞれがブランクの厚さ（Ｔ）
の少なくとも約２０％、好ましくは少なくとも約２５、より好ましくは少なくとも約３０
パーセントの最小残厚（ＲＴ）を有する、容器が提供される。追加、または代替として、
それぞれの切除線の残厚が、ブランクの厚さ（Ｔ）の約６５％未満であることが好ましく
、約６０％未満であることがより好ましく、約５５％未満であることがさらにより好まし
い。
【０００８】
　また、本発明の発明者は、湾曲した端部を得るために、特許請求の範囲の残厚と、２つ
の隣接する切除された線の低点間の少なくとも約０．２ミリメートルの間隔とを組み合わ
せることを見出した。２つの隣接する切除された線の低点間の間隔は、少なくとも約０．
４ミリメートルであることが好ましく、少なくとも約０．６ミリメートルであることがさ
らにより好ましい。追加、または代替として、２つの隣接する切除された線の低点間の間
隔は、約１．６ミリメートル未満であり、約１．３ミリメートル未満がより好ましく、約
１．０ミリメートル未満がさらにより好ましい。
【０００９】
　本発明の第二の態様によると、厚さ（Ｔ）を有し、湾曲した端部によって互いに結合さ
れる少なくとも第一の平坦な壁および第二の平坦な壁を備える容器の一部を規定している
、消費者物品用容器を形成するための薄層状ブランクであって、湾曲した端部が内部表面
と外部表面を有し、湾曲した端部の内部表面が切除領域（Ａ）を規定し、切除領域が湾曲
した端部の長手方向の長さ（Ｌ）、および湾曲した端部を横切って延伸する幅（Ｗ）を有
し、切除領域は、湾曲した端部の実質的に長手方向に延びる２つ以上の切除された線を含
み、切除された線それぞれがブランクの厚さ（Ｔ）の少なくとも約２０％、好ましくは少
なくとも約２５、より好ましくは少なくとも約３０％の最小残厚（ＲＴ）を有する、薄層
状ブランクが提供される。追加、または代替として、それぞれの切除線の残厚が、ブラン
クの厚さ（Ｔ）の約６５％未満であることが好ましく、約６０％未満であることがより好
ましく、約５５％未満であることがさらにより好ましい。
【００１０】
　さらに本発明の発明者は、湾曲した端部を得るために、特許請求の範囲の残厚と、２つ
の隣接する切除された線の低点間の少なくとも約０．２ミリメートルの間隔とを組み合わ
せることを見出した。２つの隣接する切除された線の低点間の間隔は、少なくとも約０．
４ミリメートルが好ましく、少なくとも約０．６ミリメートルがさらにより好ましい。追
加、または代替として、２つの隣接する切除された線の低点間の間隔は、約１．６ミリメ
ートル未満であり、約１．３ミリメートル未満がより好ましく、約１．０ミリメートル未
満がさらにより好ましい。
【００１１】
　当然のことながら、本発明の１つの態様に関連して説明した任意の特徴は、本発明のそ
の他の任意の態様にも等しく適用できる。
【００１２】
　容器の湾曲した端部を規定するのに機械的筋付け線を用いる公知の容器とは対照的に、
本発明は、容器の湾曲した端部を規定するブランクの部分内の特定の位置から材料を除去
することを含む。容器の湾曲した端部を形成するのに切除された（例えば、レーザ切除に
より）線を含む切除領域を提供することで、有利なことにブランクを湾曲した端部周りで
折り畳むために要求される力を低減することができる。さらに、容器の丸み付き隅角部は
、相対的に少ない数の筋押し線で理論上の基準丸み付き形状に有効に近似させる。したが
って、同時に、丸み付き隅角部で容器の力を良好に維持することができる。
【００１３】
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　これにより、従来の包装機によってこうした１つのブランクから容器を簡便に形成する
ことが可能となる。また、ブランクの外表面は切除工程の影響を受けないため、結果とし
て得られる容器の外部表面は、切除線位置において局所的隆起または波形を呈さない（機
械的筋付け線では呈され得る）。
【００１４】
　よって、本発明によるブランクを曲げることは、容器の湾曲した端部を形成すると、よ
り簡単であり、消費者の一部の視覚、触覚検査時に、より緩やかで滑らかな曲率を有する
容器の外部表面の形成がもたらされる。
【００１５】
　本発明のブランクは、有利なことに、線形切除ツール（例えば、レーザまたはブレード
）で湾曲した端部から材料を正確に除去することにより製造されうる。レーザは、非侵襲
的で改良された融通性のある設計をデジタル的にプログラムできるので、特に好ましい切
除ツールである。特に、切除ツールとしてレーザを使用することで、レーザツールに必要
とされる最小の調整で、幅広い種類の切除プロファイルおよび構成を可能にすることがで
きる。切除ツールがブランクの所要の部分上を繰り返し通過することで、より高い割合の
材料の除去、すなわち、残厚の減少がもたらされる。このように、製造プロセスを単純化
することができる。レーザ切除は、任意の適切な器具、好ましくはＤＩＡＭＯＮＤから市
販される１０００ＷのＣＯ２レーザ、例えばＥ－１０００を用いて得られる。切除は、薄
層状ブランクの縦方向また横方向で得られる。レーザ切除は、任意の適切な器具、好まし
くはＤＩＡＭＯＮＤから市販される１０００ＷのＣＯ２レーザ、例えばＥ－１０００を用
いて得られる。切除は、薄層状ブランクの縦方向また横方向で得られる。
【００１６】
　本発明の薄層状ブランクからなる容器は、エンボス加工などの丸い角部を得るための従
来の方法では通常要求される、予備曲げ工程なしで得られる。
【００１７】
　「端部」という用語は、本明細書で使用される場合、容器の２つの隣接する壁の間の隅
角部を規定するブランクの部分を指す。湾曲した端部は、第一の平坦な壁と第二の平坦な
壁の間に存在する容器の隅角部を規定するブランクの部分である。
【００１８】
　「湾曲した端部」という用語は、本明細書で使用される場合、断面図に見られるように
、円弧形状を有する容器の端部を指す。「円弧状」という用語は、円環状弧、放物線状弧
、双曲線状弧、楕円形状弧等を含む任意の非直線を指す。湾曲した端部は、薄層状ブラン
クの外部表面上の、１人以上の試験員による視覚検査、あるいは、例えばＮＩＫＯＮ　Ｓ
ＭＺ８００顕微鏡を用いた、統計的な解析を伴う顕微測定を用いて測定されうる。サンプ
ルごとに、Ｘ－Ｙ座標を微細格子（１０輪郭点）上に記録しうる。レコーダＸ－Ｙ座標は
線形スプライン補間に用いることができ、結果として得られる第一の微分値のプロファイ
ルを捕捉しうる。恒常的に変化またはジャンプする第一の微分値は、湾曲した端部のサン
プルを示す。
【００１９】
　本明細書で使用される場合、「セルロース繊維系薄層状ブランク」とは、薄層状ブラン
クの全繊維含有量に基づいて少なくとも５０重量％のセルロース繊維を含む薄層状ブラン
クを指す。本発明のセルロース繊維系薄層状ブランクは、ポリマー繊維などの他の種類の
繊維を含みうる。
【００２０】
　「内部表面」という用語は、本明細書全体を通して、容器が組み立てられて、容器が閉
じているときに、その容器の内部に面する（例えば、消費財に面する）ブランクの一部の
側部を指す。このように、内部表面は、容器が閉じているときには、消費者が直接見るこ
とはできない。「外部表面」という用語は、本明細書全体を通して、容器が組み立てられ
ると、その容器の外側に面するブランクの一部の側部を指す。
【００２１】
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　「切除領域」という用語は、本明細書で使用される場合、容器の湾曲した端部を形成す
るブランクの部分のすべての切除された線を囲むブランクの最小領域を指す。
【００２２】
　「切除された線」という用語は、本明細書で使用される場合、材料が切除された（例え
ば、レーザビームまたはブレードによって除去された）端部の内部表面に沿った線を指す
。したがって、切除された線の残厚は、薄層状ブランクの厚さ（Ｔ）より薄い。切除され
た線は、ブランク内の溝として提供されることが好ましい。これは、レーザまたはブレー
ドなどの線形切除ツールを用いて形成されてもよい。
【００２３】
　ブランクの「厚さ」（Ｔ）は、ブランクが製造された後であるが、ブランクに切除線ま
たは筋付け線が形成される前の、ブランクの厚さである。つまり、ブランクの厚さ（Ｔ）
は、切除された線または縦罫線を含有しないブランクの任意の領域における厚さである。
【００２４】
　「残厚」という用語は、本明細書で使用される場合、層状ブランクまたはブランクから
形成された容器の壁の2つの相反する表面の間を測定した最小距離を指す。実際には、所
与の位置の距離は、相反する面に対して局所的に垂直方向に測定される。切除された線の
残厚は、切除された線の幅に応じて変化しうる（例えば、Ｖ字状、Ｕ字状の溝）。
【００２５】
　「最小残厚」という用語は、本明細書で使用される場合、切除された線において所与の
位置で測定された「残厚」の最小値を指す。
【００２６】
　切除された線それぞれの残厚は、ＭｉｃｒｏＳｐｙ（ＲＴＭ）プロファイル（Ｆｒｉｅ
ｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ＧｍｂＨ、ベルギッシュ・グラートバッ
ハ、ドイツより市販される）などの、２Ｄ表面非接触方式の光学式粗さ計を用いることで
決定しうる。いくつかの点の最小残厚を、切除された線の長さにわたって測定することが
好ましいが、ここで測定点は１つの切除された線の長さにわたって均等に広がっており、
算術平均が算出される。
【００２７】
　本発明による「最小残厚」を得るために、切除された線の長さにわたって均等に広がる
５つの測定を行い、その後、算術平均を算出することがさらにより好ましい。
【００２８】
　例えば、切除された線の長さが８０ミリメートルの場合、残厚は切除された線の両端に
おいて測定され、さらなる３つの点は切除された線の一端、好ましくは切除された線の下
端からそれぞれ２０ミリメートル、４０ミリメートル、および６０ミリメートル離れてい
る。
【００２９】
　「間隔」という用語は、本明細書で使用される場合、２つの隣接する切除された線の低
点間の距離を指す。
【００３０】
　一対の平行な切除された線の長さにわたっていくつかの点の間隔が測定されることが好
ましいが、ここで測定点は切除された線の平行部分の長さにわたって均等に広がっており
、算術平均が算出される。
【００３１】
　本発明による「間隔」を得るには、２つの隣接する切除された線の平行部分の長さにわ
たって均等に広がる５つの測定を行い、その後、算術平均を算出することがさらにより好
ましい。
【００３２】
　例えば、２つの隣接する切除された線の平行部分の長さがそれぞれ８０ミリメートルの
場合、間隔は、両端、および平行部分の一端、好ましくは切除された線の下端からそれぞ
れ２０ミリメートル、４０ミリメートル、および６０ミリメートル離れたさらなる３つの
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点において測定される。
【００３３】
　「残留剛性」という用語は、１つの所与の切除線の最小残厚にわたって測定される薄層
状ブランクの剛性を記述するのに用いられ、残厚のパーセンテージを乗じた薄層状ブラン
クの曲げ方向の剛性を用いて算出される。例えば、切除されていない薄層状ブランクの曲
げ方向の剛性が１００ミリニュートンで、最小残厚が３０％である場合、曲げ方向の残留
剛性は、１００ミリニュートンに３０％を乗じ、３０ミリニュートンとなる。薄層状ブラ
ンクの剛性は、ＩＳＯ２４９３に沿って１５度で、例えば、筋押しも切除もされていない
ブランクの一部からブランク材料のサンプル（サンプルは最終形態にある場合には、印刷
、あるいは被覆されうる）を取ることで測定されうる。
【００３４】
　試験および条件は、ＩＳＯ１８７に沿って摂氏２３度、相対湿度５０％であり、切除後
２週間である。
【００３５】
　本明細書で使用される場合、「前部」、「後部」、「上側」、「下側」、「上部」、「
下部」および「側部」という用語は、アクセス開口部を容器の上部に有する、容器が直立
位置にあるときの、本発明による容器およびその構成要素の部分の相対的な位置を意味す
る。特に、容器がヒンジ・リッド容器の場合には、これはリッドが閉位置になっていて、
かつヒンジ線が容器の後部にある、直立位置にある容器を意味する。本発明による容器を
記述する時、描写する容器の向きに関係なく、これらの用語が使用される。
【００３６】
　本発明による容器は、予め設定された厚さ（Ｔ）を有する薄層状ブランクから少なくと
も部分的に形成される。このブランクは、湾曲した端部によって互いに結合される少なく
とも第一の平坦な壁および第二の平坦な壁を備える、容器の一部を規定する。湾曲した端
部の内部表面は、湾曲した端部の長手方向の長さおよび湾曲した端部を横切って延伸する
幅を有する切除領域を規定する。切除領域は、湾曲した端部の実質的に長手方向に延びる
、２つ以上の切除線を含む。
【００３７】
　薄層状ブランクの厚さ（Ｔ）は、約３００ミクロメーター～約３６０ミクロメーターで
あることが好ましい。薄層状ブランクの厚さ（Ｔ）は、約３３０ミクロメーター～約３５
０ミクロメーターであることがより好ましい。薄層状ブランクの厚さ（Ｔ）は、ＩＳＯ５
３４：２０１１に沿って測定されうる。
【００３８】
　切除領域は、湾曲した端部を形成するのに適切な任意の数の切除線を含みうる。例えば
、一部の好ましい実施形態では、切除領域は、湾曲した端部上の任意の所与の長手方向位
置に少なくとも４つの切除された線を含む。４つよりも少ない切除された線が湾曲した端
部上の任意の所与の長手方向位置に設けられる場合、理論上の湾曲したプロファイルに近
似させる緩やかな曲率を得ることは、切除領域、従って湾曲した端部の幅を大幅に低減し
なければ困難になりかねない。
【００３９】
　薄層状ブランクの坪量は、１平方メートルあたり約１５０グラム～１平方メートルあた
り約３５０グラムであることが好ましく、１平方メートルあたり約１７５～約３５０グラ
ムであることがより好ましく、１平方メートルあたり約２００～約３００グラムであるこ
とがさらにより好ましい。坪量は、ＩＳＯ５３６に沿って算出され、プラス１０％～マイ
ナス１０％、好ましくはプラス５％～マイナス５％変動しうる。
【００４０】
　切除線それぞれの切除された幅（Ｘ）は、少なくとも約０．０５ミリメートルであるこ
とが好ましく、少なくとも約０．１ミリメートル、または少なくとも約０．１２ミリメー
トルであることがより好ましい。一部の好ましい実施形態では、切除線それぞれの切除さ
れた幅は、少なくとも約０．２ミリメートル、または少なくとも約０．３ミリメートルで
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ありうる。追加、または代替として、切除線それぞれの切除された幅は、約０．５ミリメ
ートル未満である。切除線それぞれの切除された幅は、約０．４５ミリメートル未満であ
ることがより好ましい。一部の好ましい実施形態では、切除線それぞれの切除された幅は
、約０．０．５ミリメートル～約０．５ミリメートルである。切除線それぞれの切除され
た幅は、約０．１ミリメートル～０．４５ミリメートルであることがさらにより好ましく
、約０．１２５ミリメートル～０．４ミリメートルであることがより好ましい 
【００４１】
　切除領域の幅（Ｗ）は、少なくとも約２ミリメートルであることが好ましい。切除領域
の幅は、少なくとも約４ミリメートルであることがより好ましい。追加、または代替とし
て、切除領域の幅は、約８ミリメートル未満であることが好ましい。切除領域の幅は、約
６ミリメートル未満であることがより好ましい。
【００４２】
　薄層状ブランクの曲げ方向の剛性は、少なくとも約５０ミリニュートンであることが好
ましく、少なくとも約７５ミリニュートンであることが好ましく、少なくとも約９０ミリ
ニュートンであることが最も好ましい。追加、または代替において、薄層状ブランクの曲
げ剛性は約５００ミリニュートン未満であり、約２００ミリニュートン未満であることが
好ましく、約１６０ミリニュートン未満であることがより好ましい。薄層状ブランクの曲
げ剛性は、約５０ミリニュートン～約２００ミリニュートンであることが好ましい。薄層
状ブランクの縦方向の曲げ剛性は、約７５ミリニュートン～約１６０ミリニュートンであ
ることがより好ましい。「曲げ方向」の剛性とは、仕上げ紙が切除ゾーン周りで折り畳ま
れるよう意図される方向において曲げ剛性が測定されることを意味する。
【００４３】
　薄層状ブランクの曲げ方向における残留剛性は、少なくとも２５ミリニュートンである
ことが好ましく、３０ミリニュートンであることが好ましく、４０ミリニュートンである
ことがより好ましい。薄層状ブランクの曲げ方向における残留剛性は、１００ミリニュー
トン以下であることがより好ましく、８５ミリニュートン以下であることが好ましく、７
５ミリニュートン以下であることがさらにより好ましい。
【００４４】
　薄層状ブランクの表面粗さは、約０．５マイクロメートル～約１．５マイクロメートル
であることが好ましい。薄層状ブランクの表面粗さは、約０．７５マイクロメートル～約
１．２５マイクロメートルであることがさらに好ましい。表面粗さは、ＩＳＯ８７９１－
４に沿って測定されうる。
【００４５】
　薄層状ブランクの表面強度は、１秒あたり約１メートル～１秒あたり約２メートルであ
ることが好ましい。薄層状ブランクの表面強度は、１秒あたり約１．２５メートル～１秒
あたり約１．７５メートルであることがより好ましい。表面粗さは、ＩＳＯ３７８３に沿
って測定されうる。
【００４６】
　２つ以上の切除された線は、湾曲した端部の長手方向に任意の適切な延長プロファイル
を有しうる。例えば、切除された線は、湾曲した端部の長手方向のその延長プロファイル
の少なくとも一部にわたる湾曲した軌道に沿いうる。このような実施形態では、こうした
切除された線によって生成された面が非線形外周を有することとなる。
【００４７】
　一部の好ましい実施形態では、切除領域は、湾曲した端部のその長手方向における少な
くとも一部にわたって平行に延びる少なくとも２つの切除された線を含む。これにより、
湾曲した端部において実質的に直方体形状の面が生成されうる。一部の特に好ましい実施
形態では、切除領域における全ての切除された線が湾曲した端部の長手方向に沿って平行
に延びる。これにより、実質的に直方体形状の面のみを有する湾曲した端部を生成しうる
。
【００４８】
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　第一の平坦な壁は、第二の平坦な壁と直交することが好ましい。
【００４９】
　容器は、湾曲した端部によって結合される２つの平坦な壁の間に約１０ミリニュートン
メートル未満のスプリングバック力を有することが好ましい。
【００５０】
　一部の好ましい実施形態では、薄層状ブランクは、ボックス前部壁、ボックス後部壁お
よびボックス前部壁とボックス後部壁との間を延伸するボックス側部壁を有するボックス
部を含む容器の少なくとも一部を形成し、湾曲した端部は、ボックス側部壁の一方をボッ
クス前部壁またはボックス後部壁に結合する。代替または追加で、湾曲した端部は、ボッ
クス底部壁をボックス側部壁、ボックス前部壁またはボックス後部壁のうちの１つに結合
することができる。
【００５１】
　追加、または代替の実施形態では、薄層状ブランクは、リッド前部壁、リッド後部壁お
よびリッド前部壁とリッド後部壁との間を延伸するリッド側部壁を有するリッド部を含む
容器の少なくとも一部を形成し、湾曲した端部は、リッド側部壁の一方をリッド前部壁ま
たはリッド後部壁に結合する。代替または追加で、湾曲した端部は、リッド上部壁をリッ
ド側部壁、リッド前部壁またはリッド後部壁のうちの１つに結合することができる。
【００５２】
　一部の特に好ましい実施形態では、容器はその横方向の隅角部、長手方向の隅角部、ま
たはその両方に沿った２つ以上の湾曲した端部を含み、湾曲した端部それぞれは、上記の
好ましい特徴のいずれかを有する。
【００５３】
　本発明による容器には、消費財用の容器、特に喫煙物品などの細長い消費財用の容器と
しての用途がある。しかし、それはまた、菓子などのいくつかの他の種類の消費財用に使
用することができる。
【００５４】
　ブランクは、セルロース繊維系材料、好ましくは植物由来、さらに好ましくは木材由来
の材料から形成される。ブランクは、ブランクの全繊維含有量に基づいて少なくとも５０
重量％、好ましくは少なくとも６０重量％、さらにより好ましくは７０重量％のセルロー
ス繊維を含有しうる。薄層状ブランクは、木材繊維の厚紙または板紙から形成されること
が好ましい。あるいは、セルロース繊維系材料が、ポリマー繊維などの他の繊維も含有し
てもよい。ブランクは、被覆されても被覆されてなくてもよく、両側が被覆されることが
好ましい。
【００５５】
　容器は、随意に外側ラッパーを含んでもよく、それは、例えば、高密度または低密度の
ポリエチレン、ポリプロピレン、方向性ポリプロピレン、ポリ塩化ビニリデン、セルロー
スフィルム、またはその組み合わせなどの透明高分子フィルムであることが好ましく、ま
た外側ラッパーは、従来的な方法で適用される。外側ラッパーは開封テープを含みうる。
さらに、外側ラッパーは画像、消費者情報、またはその他のデータを印刷されていてもよ
い。
【００５６】
　さらに、消費者物品は、金属箔または金属化紙で形成される内側パッケージに包まれた
束の形態で容器内に提供されていてもよい。内側パッケージ材料は、金属化ポリエチレン
フィルムおよびライナー材料のラミネートとして形成されうる。ライナー材料は、スーパ
ー仕上げグラシンペーパーでもよい。さらに、内側パッケージ材料には、印刷受容性のト
ップコートを提供しうる。内部パッケージは、容器のリッドがそれぞれの開口位置にある
とき、消費財を除去することができるアクセス開口を有する。
【００５７】
　容器は、幅の狭い２つの壁によって間隙を介した幅の広い２つの壁を含む、直方体であ
ることが好ましい。本発明によるヒンジ・リッド容器は、長手方向および横方向の隅角部
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を持つ直方体の形状としうる。このような実施形態では、長手方向または横方向の隅角部
のうちの少なくとも１つが湾曲している。つまり、ヒンジ・リッド容器は、１つ以上の湾
曲した長手方向の隅角部または湾曲した横方向の隅角部、あるいはその組み合わせを含む
。かかるそれぞれの湾曲した隅角部は、上記の好ましい特徴のいずれかを有しうる。
【００５８】
　湾曲した端部の幅は、約２ミリメートル～約８ミリメートルであることが好ましく、約
４～約６ミリメートルであることが好ましい。
【００５９】
　本発明による容器は、例えば、紙巻たばこ、葉巻たばこまたはシガリロなど、細長い喫
煙物品用のパックとしての特定用途がある。当然のことながら、その寸法を適切に選択す
ることにより、本発明による容器は、異なる数の従来サイズ、キングサイズ、スーパーキ
ングサイズ、スリムまたはスーパースリムの紙巻たばこ用に設計しうる。別の方法として
、その他の消費財を容器内に収容しうる。
【００６０】
　寸法の適切な選択によって、本発明による容器は、異なる合計数の喫煙物品、または異
なる配置の喫煙物品を保持するよう設計しうる。例えば、寸法の適切な選択によって、本
発明による容器は、合計１０～３０の喫煙物品を保持するよう設計しうる。
【００６１】
　喫煙物品は、喫煙物品の合計数に応じて、異なる並べ方で配列しうる。
【００６２】
　本発明による容器は、同一のタイプまたはブランドの、または異なるタイプまたはブラ
ンドの喫煙物品を保持しうる。さらに、フィルターなし喫煙物品および各種フィルターチ
ップ付きの喫煙物品の両方を含みうるほか、異なる長さ（例えば、約４０ミリメートル～
約１８０ミリメートル）、直径（例えば、約４ミリメートル～約９ミリメートル）の喫煙
物品も含みうる。容器の寸法は、喫煙物品の長さ、および喫煙物品の並べ方に適合させる
ことが好ましい。容器の外部寸法は通常、容器内に収容された喫煙物品の束の寸法よりも
約０．５ミリメートル～約５ミリメートルだけ大きい。
【００６３】
　本発明による容器の長さ、幅および奥行きは、容器の結果的な全体的寸法が、２０本の
紙巻たばこの典型的な使い捨てパックの寸法と類似するような寸法としうる。
【００６４】
　本発明による容器の高さは約６０ミリメートル～約１５０ミリメートルであることが好
ましく、高さが約７０ミリメートル～約１２５ミリメートルであることがより好ましいが
、ここで高さは、容器の底部壁から上部壁までを測定したものである。
【００６５】
　本発明による容器の幅は約１２ミリメートル～約１５０ミリメートルであることが好ま
しく、幅が約７０ミリメートル～約１２５ミリメートルであることがより好ましいが、こ
こで幅は、容器の一方の側壁から他方の側壁までを測定したものである。
【００６６】
　本発明による容器の奥行きは約６ミリメートル～約１５０ミリメートルであることが好
ましく、奥行きが約１２ミリメートル～約２５ミリメートルであることがさらに好ましい
が、ここで奥行きは、容器の前部壁から後部壁までを測定したものである。
【００６７】
　容器の高さ対容器の奥行きの比は、約０．３対１～約１０対１であることが好ましく、
約２対１～約８対１であることがさらに好ましく、約３対１～５対１であることが最も好
ましい。
【００６８】
　容器の幅対容器の奥行きの比は、約０．３対１～約１０対１であることが好ましく、約
２対１～約８対１であることがさらに好ましく、約２対１～３対１であることが最も好ま
しい。
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【００６９】
　リッド後部壁の高さの、外側スリーブのボックス後部壁の高さに対する比は、約０対１
（リッドが容器の上端に位置）～約１対１であることが好ましく、約１対５～約１対１０
であることがさらに好ましく、約１対６～約１対８であることが最も好ましい。
【００７０】
　外側スリーブのリッド前部壁の高さの、外側スリーブのボックス前部壁の高さに対する
比は、約１対０（リッドが前部壁全体を覆う）～約１対１０であることが好ましく、約１
対１～約１対５であることがさらに好ましく、約１対２～約１対３であることが最も好ま
しい。
【００７１】
　本発明による容器の外部表面は、製造元またはブランドのロゴ、商標、スローガンおよ
びその他の消費者情報およびしるしを用いた、印刷、エンボス加工、デボス加工またはそ
の他の方法で装飾されうる。
【００７２】
　本発明による容器は、ブランクに２つ以上の切除された線を形成する工程を含むために
修正された従来の装置および方法を使用して充填され、組み立てられてもよい。切除され
た線は、レーザまたはブレードなどの切除ツールを使用して生成されてもよい。レーザツ
ールに必要とされる最小の調整で、幅広い種類の切除プロファイルおよび構成を可能にす
ることができる切除ツールとして、レーザが特に好ましい。例えば、レーザは、ブランク
の所与の位置を繰り返し通過して、異なる量の材料を繰り返し除去することができ、非常
に細かく制御された切除プロファイルを可能にする。それは、幅が狭く、細い切除された
線が要求される場合も有用である。切除領域にわたり変化する除去強度（「奥行」）で任
意の種類のパターンを形成するために、レーザおよびブランクの相対的運動を正確に制御
することができる。
　本発明は以下の添付図面を参照しながら、例証としてのみであるがさらに説明する。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の一実施形態による、少なくとも１つの湾曲した端部を有する容器の斜視
図である。
【図２】本発明の第一の実施形態による薄層状ブランク（実施例１）の断面の拡大図を示
す写真である。
【図３】図２のブランク（実施例１）の斜視図を示す写真である。
【図４】本発明の第二の実施形態による薄層状ブランク（実施例２）の断面の拡大図を示
す写真である。
【図５】図４のブランク（実施例２）の斜視図を示す写真である。
【図６】本発明による薄層状ブランク（実施例３）の断面の拡大図を示す写真である。
【図７】図６のブランク実施例３）の斜視図を示す写真である。
【図８】本発明によらない薄層状ブランク（比較例１）の断面の拡大図を示す写真である
。
【図９】図８のブランク（比較例１）の斜視図を示す写真である。
【図１０】本発明によらない薄層状ブランク（比較例２）の断面の拡大図を示す写真であ
る。
【図１１】図１０のブランク（比較例２）の斜視図を示す写真である。
【発明を実施するための形態】
【００７４】
　当業者に明らかであるように、図１は、厚さ（Ｔ）を有する厚紙または板紙薄層状ブラ
ンクを折り畳むことで形成可能な、消費財用容器１００を示す。
【００７５】
　容器１００は実質的に直方体形状であり、ボックス部３０、および容器１００の後部壁
を横切って延びるヒンジ線５０に沿ってボックス部３０に結合されるヒンジ式リッド４０
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を含む。容器１００のボックス３０およびリッド４０の全体的なサイズおよび構造は、標
準のヒンジ式リッド付き紙巻たばこパックのそれと実質的に同一である。ボックス部３０
は、ボックス前部壁、ボックス後部壁、ボックス底部壁、ボックス左側壁およびボックス
右側壁を含む。ヒンジ式リッド４０は、リッド前部壁、リッド後部壁、リッド上部壁、リ
ッド左側壁およびリッド左側壁を含む。ヒンジ式リッド４０は、閉位置と開位置の間のヒ
ンジ線５０の周りを枢動可能である。閉位置では、ヒンジ式リッド４０は、容器１００の
アクセス開口を覆い、ヒンジ式リッド４０の壁が、ボックス部３０の対応する壁の延長を
形成する。開位置では、ヒンジ式リッド４０は、ヒンジ線５０の周りを枢動してボックス
部３０から後方に突出して、ボックス部３０の上端のアクセス開口は、完全にむき出しで
ある。ボックス部３０およびヒンジ式リッド４０は、厚さＴを有する単一薄層状ブランク
から一緒に形成可能である。容器は、薄層状ブランクから組み立てられることができ、標
準装置を用いて充填されうる。
【００７６】
　容器は、第一の平坦な壁４を含み、これは、図１ではボックス部３０の側壁である。ま
た、容器は第二の平坦な壁８も含み、これは、図１ではボックス部３０の前部壁である。
側壁４および前部壁８は、湾曲した端部２０によって互いに結合される。図１の斜視図か
らは見えないが、湾曲した端部２０の内部表面は、容器１００が組み立てられるときに、
湾曲した端部２０を共に規定する複数の切除線を含む。
【００７７】
　５つの異なる薄層状ブランクを生成して折り畳み、湾曲した端部を形成した。薄層状ブ
ランクそれぞれの詳細が以下に提供され、薄層状ブランクそれぞれおよびそれらの個々の
湾曲した端部の写真を図２～１３に示す。全実施例について、薄層状ブランクは、その内
部表面に複数の平行な切除線が設けられた。切除線は、レーザ切除ツールを薄層状ブラン
クの内部表面に適用して、かかる表面から材料を除去することで形成された。これにより
、実質的にＶ字形状の溝が薄層状ブランクの内部表面上に形成された。目的は、いずれの
薄層状ブランクまたは複数の薄層状ブランクが、（折り畳まれたときに）理論上の湾曲し
たプロファイルにより良好に近似させる滑らかで緩やかな曲率を有する湾曲した端部を生
成するかを判定することであった。試験および条件は、ＩＳＯ１８７に沿った摂氏２３度
および相対湿度５０％、切除線形成後２週間において実施された。
【実施例】
【００７８】
　実施例1：
　図２は、本発明の第一の実施形態による薄層状ブランク（実施例１）の断面の拡大図で
ある。図３は、図２のブランク（実施例１）の斜視図である。
　実施例１のブランクの坪量は、１平方メートルあたり２４０グラム、厚さ（Ｔ）は２９
８マイクロメートルであった。切除された線それぞれを測定すると、最小残厚はブランク
の厚さ（Ｔ）の３３％、切除された幅は０．４９ミリメートルであった。
　間隔は０．７ミリメートルであり、ラミネート加工前に横方向の剛性に基づいて計算し
た曲げ方向の残留剛性は３２ミリニュートンである。切除前の薄層状ブランクの剛性は、
縦方向に１９７ミリニュートン、横方向（横方向は本実施例では曲げ方向）に９８ミリニ
ュートンである。
　図２および３から分かるように、実施例１のブランクは、理論上の湾曲したプロファイ
ルにより良好に近似させる緩やかな曲率を有する、良好に規定された湾曲した端部を呈し
た。切除線の位置は、湾曲した端部の外表面上で容易に識別できなかった。
【００７９】
　実施例２:
　図４は、本発明の第二の実施形態による薄層状ブランク（実施例２）の断面の拡大図で
ある。図５は、図４のブランク（実施例２）の斜視図である。
【００８０】
　 実施例２のブランクの坪量は、１平方メートルあたり２７０グラム、厚さ（Ｔ）３４
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０マイクロメートルであった。切除された線それぞれを測定すると、最小残厚はブランク
の厚さ（Ｔ）の５３％、切除された幅は０．２６ミリメートルであった。
【００８１】
　間隔は０．７ミリメートルであり、ラミネート加工前に横方向の剛性に基づいて計算し
た曲げ方向の残留剛性は７６ミリニュートンである。切除前の薄層状ブランクの剛性は、
縦方向に２９０ミリニュートン、横方向（横方向は本実施例では曲げ方向）に１４５ミリ
ニュートンである。
【００８２】
　図４および５から分かるように、実施例２のブランクは、理論上の湾曲したプロファイ
ルにより良好に近似させる緩やかな曲率を有する、良好に規定された湾曲した端部を呈し
た。切除線の位置は、湾曲した端部の外表面上で容易に識別できなかった。
【００８３】
　実施例３：
　図６は、本発明の第二の実施形態による薄層状ブランク（実施例３）の断面の拡大図で
ある。図７は、図６のブランク（実施例３）の斜視図である。
【００８４】
　実施例３のブランクの坪量は、１平方メートルあたり２４０グラム、厚さ（Ｔ）は２９
８マイクロメートルである。切除された線それぞれを測定すると、最小残厚はブランクの
厚さ（Ｔ）の５８％、切除された幅は０．２５ミリメートルである。
【００８５】
　間隔は０．７ミリメートルであり、ラミネート加工前に横方向の剛性に基づいて計算し
た曲げ方向の残留剛性は５６ミリニュートンである。切除前の薄層状ブランクの剛性は、
縦方向に１９７ミリニュートン、横方向（本実施例では曲げ方向の横方向）に９８ミリニ
ュートンである。
【００８６】
　図６および７から分かるように、実施例３のブランクは、理論上の湾曲したプロファイ
ルにより良好に近似させる緩やかな曲率を有する、良好に規定された湾曲した端部を呈し
た。切除線の位置は、湾曲した端部の外表面上で容易に識別できなかった。
【００８７】
　比較例１
　図８は、本発明の一実施形態によらない薄層状ブランク（比較例１）の断面の拡大図で
ある。図９は、図６のブランク（比較例１）の斜視図である。
【００８８】
　比較例１のブランクの坪量は、１平方メートルあたり２４０グラム、厚さ（Ｔ）は２９
８マイクロメートルである。切除された線それぞれを測定すると、最小残厚はブランクの
厚さ（Ｔ）の５９％、切除された幅は０．３６ミリメートルである。
【００８９】
　間隔は２．１ミリメートルである。切除前の薄層状ブランクの剛性は、縦方向に１９７
ミリニュートン、横方向（本実施例では曲げ方向の横方向）に９８ミリニュートンである
。
【００９０】
　図８および９から分かるように、比較例１のブランクは、良好に規定された湾曲した端
部を呈しなかった。すなわち、湾曲した端部は、理論上の湾曲したプロファイルに近似さ
せる緩やかな曲率を有しなかった。代わりに、湾曲した端部は、第一の平坦なパネルから
第二の平坦なパネルに不均等かつランダムに遷移し、湾曲した端部に沿ってデラミネーシ
ョンが明確に視認できた。
【００９１】
　比較例２
　図１０は、本発明の一実施形態によらない薄層状ブランク（比較例２）の断面の拡大図
である。図１１は、図１０のブランク（比較例２）の斜視図である。
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【００９２】
　比較例２のブランクの坪量は、１平方メートルあたり２４０グラム、厚さ（Ｔ）は２９
８マイクロメートルであった。切除された線それぞれを測定すると、最小残厚はブランク
の厚さ（Ｔ）の６６％、切除された幅は０．３５ミリメートルであった。[1]間隔は０．
７１ミリメートルである。切除前の薄層状ブランクの剛性は、縦方向に１９７ミリニュー
トン、横方向（本実施例では曲げ方向の横方向）に９８ミリニュートンである。
【００９３】
　図１０および１１から分かるように、比較例２のブランクは、良好に規定された湾曲し
た端部を呈しなかった。すなわち、湾曲した端部は、理論上の湾曲したプロファイルに近
似させる緩やかな曲率を有しなかった。代わりに、湾曲した端部は、第一の平坦なパネル
から第二の平坦なパネルに不均等かつランダムに遷移し、湾曲した端部に沿ってデラミネ
ーションが明確に視認できた。
【００９４】
　したがって、図２～７は、驚くことに、切除線を本発明の薄層状ブランクに適用した場
合に、理論上の湾曲したプロファイルにより良好に近似させる緩やかな曲率を有する、よ
りクリーンな外観で、より良好に規定された湾曲した端部を生成可能であることを示す。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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